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自
動
車
税
、
軽
自
動
車
税
は
、
毎

年
4
月
1
日
現
在
の
陸
運
支
局
等
の

登
録
内
容
（
所
有
者
・
住
所
等
）
に

よ
り
課
税
さ
れ
、
5
月
中
旬
に
送
付

さ
れ
る
納
税
通
知
書
に
よ
り
、
5
月

31
日
ま
で
に
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

納
付
時
期
に
な
り
ま
す
と
「
廃
車

し
た
（
売
っ
た
）
自
動
車
の
納
税
通

知
書
が
届
い
た
」「
新
し
い
住
所
地
に

納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
」
な
ど
の

問
い
合
わ
せ
が
た
く
さ
ん
寄
せ
ら
れ

ま
す
。

抹
消
、
名
義
変
更
、
住
所
変
更
な

ど
の
手
続
き
を
済
ま
せ
て
お
か
な
い

と
、
こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き

て
し
ま
い
ま
す
。

自
動
車
を
「
売
っ
た
と
き
」「
買
っ

た
と
き
」「
譲
っ
た
と
き
」「
譲
ら
れ

た
と
き
」「
廃
車
し
た
と
き
」「
転
居

し
た
と
き
」
な
ど
は
、
早
め
に
登
録

手
続
き
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

◆
問
い
合
わ
せ

税
務
課

7
2
―
6
9
3
2

課
税
す
る
た
め
、
毎
年
固
定
資
産
縦

覧
帳
簿
の
縦
覧
を
実
施
し
て
お
り
ま

す
。土

地
・
家
屋
の
納
税
者
で
、
平
成

17
年
中
に
面
積
・
地
目
等
に
異
動
が

あ
っ
た
方
や
ご
自
分
の
固
定
資
産
を

確
認
し
た
い
方
は
、
役
場
税
務
課
に

て
帳
簿
の
縦
覧
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
縦
覧
さ
れ
る
場
合
、
固
定

資
産
の
納
税
者
で
あ
る
か
ど
う
か
を

確
認
す
る
た
め
、「
前
年
度
固
定
資
産

税
納
税
通
知
書
」「
前
年
度
固
定
資
産

課
税
明
細
書
」「
身
分
証
明
書
（
運
転

免
許
証
等
）」
が
必
要
に
な
る
た
め
、

必
ず
ご
持
参
願
い
ま
す
。

◆
縦
覧
期
間

4
月
1
日
か
ら

5
月
31
日
ま
で

◆
縦
覧
場
所

税
務
課
　
窓
口

◆
問
い
合
わ
せ

税
務
課

7
2
―
6
9
3
2

町
が
実
施
し
た
小
野
ウ
ェ
イ
ス
ト

パ
ー
ク
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
周

辺
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
調
査
の
結
果

が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

調
査
結
果
は
表
の
と
お
り
で
、
ど

の
採
取
地
点
で
も
環
境
基
準
値
を
下

回
り
、
良
好
な
環
境
が
保
た
れ
て
い

ま
す
。
町
で
は
、
今
後
と
も
定
期
的

に
調
査
を
実
施
し
、
み
な
さ
ん
に
結

水
道
水
の
水
質
検
査
は
、
町
が
策

定
す
る
「
水
質
検
査
計
画
」
に
基
づ

き
行
っ
て
い
ま
す
。

「
水
質
検
査
計
画
」
は
、
水
源
や

水
道
施
設
の
状
況
、
こ
れ
ま
で
の
水

質
検
査
結
果
の
内
容
な
ど
に
基
づ
き
、

年
間
の
水
質
検
査
項
目
や
検
査
頻
度

な
ど
を
定
め
た
も
の
で
、
毎
年
度
策

定
し
て
い
ま
す
。

「
水
質
検
査
計
画
」
並
び
に
水
質

検
査
結
果
は
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、閲
覧
を
希
望
す
る
方
は
、

地
域
整
備
課
水
道
事
業
班
ま
で
、
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

地
域
整
備
課

7
2
―
6
9
3
6

町
で
は
、
適
正
な
固
定
資
産
税
を

果
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

町
民
生
活
課

7
2
―
6
9
3
3

１
月
に
実
施
し
た
水
質
検
査
結
果

は
、
別
表
の
と
お
り
で
す
。

「
水
質
検
査
計
画
」に
つ
い
て


